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４．学 生 心 得 
 

 

        １ 生活一般について 

        ２ 校内生活について 

        ３ 自然災害(台風等)による休校について 

        ４ 服装について 

        ５ 頭髪等みだしなみについて 

        ６ 飲酒・喫煙に類する行為について 

        ７ 校内でのゲーム等の遊びについて 

        ８ スマートフォン(携帯電話)等の使用について 

        ９ アルバイトについて 

        10 政治的活動等について 

        11 校外生活について 

        12 運転免許取得，通学方法等について 

        13 諸手続一覧(高松キャンパス)について 

        14 諸納金一覧について 

        15 指導処分について 





学学  生生  心心  得得  

 

 高等専門学校では，１年生から５年生までの間に「高等学校と大学とを合わせた一般教

科と工業に関する専門教科」を学修します。そのため，今まで以上の勉学が必要となりま

す。 

 さらに，在学中は正課である学業に専念すると同時に，課外活動等にも積極的に参加し，

友達との輪を広げ，より有意義な学生生活を送ってください。そのためにも，以下の事柄

を十分理解しておきましょう。 

 

１１  生生活活一一般般ににつついいてて 

（１）学生は，学則，学生準則及びその他諸規則を守るとともに，学校の指導に従わなけ

ればなりません。 

（２）学生は，豊かな人間性を養うために勉学に励み，健康に留意し，常に規則正しい生

活を送ってください。 

（３）学生は，教職員及び学生相互間はもちろん来訪者に対しても，礼を失わないよう心

掛けてください。 

 

２２  校校内内生生活活ににつついいてて 

（１）授業時間等は次のとおりです。 

  始  業    ８：５０（予鈴・ＳＨＲ ８：４０） 

  終  業   １６：００（８時限） 

  通常居残   １９：３０（学習・課外活動で居残りする場合） 

  ※特別な事情で通常居残を超えて居残りする場合は，指導教員が立ち会うこととする。 

（２）欠席等 

  欠席，欠課，遅刻，早退をしようとする時は事前に，学務係に連絡してください。特

別な欠席の場合は事前に，やむを得ず事前にできない時は登校後１週間以内（土日も含

む）に，学級担任に届け出て押印の上，学務係に「特別欠席届」を提出してください。

なお，特別な欠席の場合は，診断書その他証拠書類を添付しなければならない場合があ

ります。忌引の場合は「忌引願」を提出してください。また，学校保健安全法に定める

感染症（インフルエンザ等）にかかった場合は，一定の期間，出席停止となります。感

染症にかかった場合は，直ちに学務係に連絡をし，治癒した後，登校初日から１週間以

内（土日も含む）に，「医師の診断証明書」を添えて「感染症に伴う欠席届」を提出し

てください。インフルエンザ（H5N1 型を除く）については，「医師の診断証明書」に代

えて，「インフルエンザ罹患報告書」を利用することができます。ただし，追試験を受

ける場合には，「医師の診断証明書」が必ず必要なので注意してください。学校所定の

様式は，次の URL からダウンロードできます。 

  https://www.kagawa-nct.ac.jp/school_affairs/sick_days/index.html 

  遅刻，早退は３回につき１単位時間の欠課として換算します。 

  各科目で実施される授業時間数の３分の１を超えて欠課した場合には，未履修となる
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   ・当人の許可を得ず，個人情報（写真，動画を含む）を掲載する行為 

   ・違法行為を特定又は類推させるような言動を掲載する行為 

   ・自分の個人情報を掲載する行為 

   ・その他，本校，教職員，在校生，卒業生及び修了生の社会的評価を失墜させる 

    行為 

 ③ 校内（教室・図書館など全ての施設）のコンセントを利用しての充電は禁止してい

ます。（授業や研究等で教員の許可を得ている場合を除く） 

 

９９  アアルルババイイトトににつついいてて 

 アルバイトは，原則として長期にわたる休業中に限って許可しています。１〜３年生は

通常期間の土･日は禁止です。アルバイトを選ぶ場合には労働条件や労働環境について保護

者等及び学級担任と相談して慎重に検討して決め，３年生までは「アルバイト許可願」を

学生支援係へ提出してください。長期にわたる休業中以外でアルバイトを希望する場合は，

学級担任へ相談してください。 

 学校では次の諸点を考慮して許可しています。 

 ・勤務時間は原則として午前８時～午後８時の間であること。（夜勤は許可していない。） 

 ・危険な仕事でないこと。（例えば，重量物の運搬等は許可しない。） 

 ・健全な仕事であること。（例えば，風俗営業は許可しない。） 

 

1100  政政治治的的活活動動等等ににつついいてて  

（１）学校構内においては，政治的活動や選挙運動を禁止しています。 

（２）選挙運動においては，公職選挙法を遵守してください。 

（３）宗教的･営利的な勧誘活動は行わないでください。 

 

1111  校校外外生生活活ににつついいてて 

（１）外出の際は，常に服装を正し（制服以外の服装をするときも），本校学生の品位を

失わないよう十分留意して，必ず学生証を所持してください。 

（２）学校外の行動については，学生としての自覚をもち軽率な行動のないよう注意し，

青少年の心身の発達に有害な影響を与えると思われる場所（例えば，パチンコ，麻雀

クラブ，競馬場，競輪場，競艇場など）へ立ち入ってはなりません。 

  （本科１～３年生は，児童福祉法，香川県青少年保護育成条例等による保護の対象と

なります。） 

 

1122  通通学学方方法法，，運運転転免免許許取取得得等等ににつついいてて  

（１）通学方法等 

  学生は，平日，休日共に「通学方法申請書」等で申請した通学方法及び学生主事の許

可を受けた通学方法を遵守してください。申請した通学方法や通学経路等に変更がある

場合は，「通学方法申請書」及び「自動二輪車通学許可願」を保護者等の承諾を得た後，

学級担任及び指導教員（専攻科）の押印を受け，学生支援係へ提出してください。 

  ※申請等をした通学方法以外の方法で通学していた時に事故にあった場合には，日本 
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   スポーツ振興センター災害共済給付制度による保障は受けられません。 

  ※保護者等の送迎時に学生が運転することは禁止しています。 

（２）自転車及び自動二輪車通学のための注意 

  ① 自転車及び自動二輪車を使用する者は，道路交通法その他の交通法規を厳守する

とともに，学校の定める規則に従わなければなりません。自転車運転中にスマート

フォンを手に持って通話したり，画面を注視することは禁止です。その他，並走,

周辺の音が聞こえないイヤホンを耳につけての走行，傘さし運転，二人乗りも禁止

です。 

  ② 許可された自動二輪車は本人が使用し，他人には貸さないでください。 

  ③ 自転車及び自動二輪車の二人乗りは禁止です。 

  ④ 使用する自転車は，自転車損害保険に加入しているものに限ります。 

  ⑤ 自転車で通学する際には，安全のためヘルメットを着用するようにして下さい。

安全上の理由に加え，道路交通法の改正により自転車利用者はヘルメットの着用が

努力義務として課せられています。 

  ⑥ 自転車にはスタンドを必ず付けてください。外付けスタンドの使用も認められて

いますが，駐輪時以外はスタンドを持ち帰るかロッカー等に入れ，自転車置き場に

放置しないようにして下さい。スタンドを折りたたんで自転車置き場に立て掛ける，

引っかけておく行為は禁止します。 

  ⑦ 自転車通学及び自動二輪車通学が許可された車両については通学許可証（ステッ

カー）を指定された箇所（※）に貼付してください。 

    ※自転車は泥よけのリフレクター（反射材）付近，バイクはナンバープレート板

の上下いずれか。ここに貼付できない場合は，サドル取付部後方等の見やすい

箇所に貼る。探さないと分からない場所に貼らないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 臨時車両による通学について，許可されている自転車，自動二輪車，四輪車が故障

した場合は，代替自転車による通学のみが認められています。代替自転車で登校した

際は，即座に学生支援係に届出て臨時札を受け取り自転車に貼付し，所属クラスの駐

輪場に駐輪してください。臨時札は当日のみ有効です。 

  ⑨ 許可されていない自動二輪車での通学は認めません。許可された自動二輪車で通学

できない場合は，自転車か公共交通機関で通学してください。なお，自転車で通学す

る場合は⑧のとおりです。 

  ⑩ 自動二輪車の校内走行速度は，最高時速２０km/h 以下です。校内は事故防止のため，

乗入禁止区域へ進入しないでください。 

  ⑪ 自転車･自動二輪車は，定められた区画内に，早く来た者から順に端から整列して
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５．福 利 厚 生 
 

 

        １ 奨学金制度 

        ２ 高等学校等就学支援金制度(本科１～３年生) 

        ３ 授業料等の免除 

        ４ 各種相談制度         

        ５ 独立行政法人日本スポーツ振興センターについて 

          (災害共済給付制度) 

        ６ 学校学生生徒旅客運賃割引証 

        ７ 通学定期券 

        ８ 福利施設の利用 
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